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青梅市住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度 Ｑ＆Ａ

■ 共通事項

No. 質問 回答

１
賃貸借住宅に設置した場合は、補助対象に

なりますか？

補助対象になりません。

自己所有の住宅が対象です。

２ 新築住宅は対象になりますか？ 補助対象になりません。

３

中古で譲り受けた機器を自宅に設置しまし

た。補助の対象になりますか？

補助対象になりません。

申請できる機器は「未使用のもの」に限り

ます。

４
対象品をリースで設置する場合は補助の対

象になりますか？

補助対象になりません。

５

共有住宅に機器を導入する場合、どのよう

な申請になりますか？

1 戸の住宅を共有名義で設備を設置する場

合は、共有者の同意書があれば申請は可能

です。

６

申請者以外の名義で支払った場合、補助対

象になりますか？

また、申請者以外の口座に補助金を振込し

てもらうことは可能ですか？

申請者以外の名義で支払いをした場合は、

補助対象にはなりません。

また、申請者以外の口座に振込をすること

もできません。

７

1 部屋すべての窓を改修しなければなりま

せんか？

最低、1 つの居室全ての窓をを改修してく

ださい。この改修と同時に、他の部屋等（非

居室を含む）の窓改修を行う場合は、1 枚

以上の改修で構いません。

８

シャッターと一体で高断熱窓を設置したい

のですが、シャッターは対象となります

か？

シャッターや雨戸、網戸、防犯用の格子や

飾り格子等の窓付属部材は対象になりませ

ん。シャッターの部分と高断熱窓の部分の

費用（材料費及び工事費）を分けて費用明

細を出してください。

９

居室とはどのような場所をいいますか？ 建築基準法第 2 条第 4 号に規定されてい

る「居住、執務、作業、集会、娯楽その他こ

れらに類する目的のために継続的に使用す

る室」のことで、具体的にはリビング、ダイ

ニング、台所、書斎、又は寝室等を指しま

す。

※玄関、トイレ、浴室、洗面所、階段、廊下、

納戸等は非居室のため、居室部分と同時に

改修を行わない場合は、対象外です。
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No. 質問 回答

10

経費について、他のリフォームも兼ねた工

事をしていますが、工事費を分ける必要は

ありますか？

必ず対象工事に係る費用を算出し、見積書

とその内訳書の写しを提出してください。

11

補助対象機器等の設置とその他の工事を一

体で行ったため、補助対象機器等の設置に

係る費用明細がわかりません。その場合は

どのように申請したらよいですか？

補助対象機器等の設置に係る工事費用等の

明細が出せない場合は、機器等購入費用の

みを対象とした申請も可能です。

12

確認すると、家が防火地域内であることが

わかりました。補助は受けられますか？

補助は受けられますが、改修にあたり建築

基準法等の関係法案は必ず遵守してくださ

い。大窓にする等、法令上の理由で補助条

件が満たせない場合は、その窓は補助の対

象になりません。

13

補助対象製品はどうやって調べれば良いで

すか？

手引きの中に関連するホームページのＵＲ

Ｌを記載しています。

○高断熱窓

・公益財団法人北海道環境財団

https://ekes.jp/

・住宅省エネ 2025 キャンペーン事務局

https://jutaku-

shoene2025.mlit.go.jp/manufacturer/sea

rch/

○太陽光発電システム

・（一社）電気安全環境研究所

https://www.jet.or.jp/products/solar

/index.html

○蓄電システム

・（一社）環境共創イニシアチブ

https://zehweb.jp/registration/batte

ry/

14
工事や機器設置の契約内容が途中で変わっ

た場合はどうしたらいいですか？

契約内容の変更前と変更後のコピーを提出

してください。

15 申請書の氏名は誰にしたらいいですか？ 世帯主を記入してください。

16
対象機器の購入先および施工業者は市内事

業者でなければいけませんか？

市内事業者以外も申請可能です。

17
対象機器を購入し、個人で設置工事を行い

たいのですが、補助は出ますか？

補助対象機器の本体・部材の購入費用は補

助対象経費となります。

https://ekes.jp/


3

No. 質問 回答

18

二世帯住宅でそれぞれの世帯が申請するこ

とはできますか？

対象となる住宅について共有しているこ

と、世帯ごとに独立した生活を営んでいる

ことが確認できれば申請は可能です。

詳しくは事前に環境政策課までご相談くだ

さい。

19
住民税非課税世帯ですが、申請者の要件を

満たしますか？

市民税および固定資産税の滞納していなけ

れば、申請者の要件を満たします。

20

青梅市に住民登録をしていますが、市外に

も自宅があります。そちらも補助の対象と

なりますか？

市外の自宅は、補助対象になりません。

22

交付申請書「３補助申請金額」の補助対象経

費欄にはどういった金額を記入したらよい

ですか？

補助対象設備の購入・設置費用を税抜き額

でご記入ください。

23

本人確認書類として運転免許証の写しを添

付する場合、表面のコピーだけでよいです

か？

裏面に新住所の記載がある場合は裏面の写

しも添付してください。

24

国・都・その他の補助金と併用できますか？ 併用可能ですが、工事後に行う申請の順序

により必要書類が異なりますので、提出書

類についてはそれぞれの申請要件をよくご

確認ください。
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■ 高断熱窓

No. 質問 回答

1
部屋同士の仕切りがない場合、1 部屋はど

こまでの範囲になりますか？

仕切りがなく、同一の空間場合は、1 居室

の扱いです。

２

令和６年度に高断熱窓に対しての市補助制

度を利用しましたが、令和７年度に高断熱

窓を新たに設置・改修した場合、再度申請す

ることができますか？

過去に高断熱窓に対しての市補助制度の交

付決定を受けている申請者および住宅は、

高断熱窓に対する市補助制度において、再

度申請をすることはできません。

３

補助対象経費の本人負担額とは、どういっ

た金額ですか？

補助対象設備の購入・設置費用の税抜金額

です。

国や東京都等の他の助成制度を申請してい

る場合は、その交付決定金額を購入・設置

費用（補助対象経費）から差し引いた金額

（税抜）になります。

４
設置日が確認できる書類とはどのようなも

のがありますか？

施工証明書や納品書、保証書といった書類

で確認しています。

５
設置前後の写真は、複数箇所の窓を１枚の

写真におさめてもよいですか？

１つの写真に１組の窓が映るようにご用意

ください。


